
 

                                                         

 

 

 

滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例案について 

                                                  

１ 改正の理由 

  道路交通法施行令（昭和 35 年政令第 270 号）の一部改正により、道路交通法（昭和

35 年法律第 105 号）に係る手数料の額の標準が新たに設けられることに伴い、当該手数

料の設定を行うため、滋賀県警察関係事務手数料条例（平成 12 年滋賀県条例第 32 号）

の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要 

 (1) 特定小型原動機付自転車運転者講習に係る手数料を新たに設定することとします。

（別表第７関係） 

 (2) この条例は、令和５年７月１日から施行することとします。 

 (3) その他必要な規定の整理を行うこととします。  

 

県 政 経 営 会 議 資 料 
令 和 ５ 年 ４ 月 1 1 日 
滋 賀 県 警 察 本 部 
警 務 部 会 計 課 
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滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和５年 月 日 

                        滋賀県知事  三 日 月  大  造 

 

 

滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

滋賀県警察関係事務手数料条例（平成 12 年滋賀県条例第 32 号）の一部を次のように改正する。  

別表第７第１項の表(2)の項中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改め、同表(12)

の項中「第 108 条の２第１項第 15 号」の右に「または第 16 号」を加える。 

  付 則 

 この条例は、令和５年７月１日から施行する。 



 

滋賀県警察関係事務手数料条例新旧対照表 

旧 新 

本則・付則 省略 

別表第１～別表第６ 省略 

別表第７（第２条関係） 

道路交通法に基づく警察関係事務手数料 

１ 道路交通法第 112 条第１項の運転免許等関係の警察関係事務手数料 

納付すべき者 区分 金額 

(1)・(1)の２ 省略 

(2) 法第91条ま

たは第91条の

２第２項の規

定により運転

することがで

きる自動車お

よび原動機付

自転車の種類

を限定された

者で、その限

定の全部また

は一部の解除

を 受 け る た

め、滋賀県公

安委員会の審

査を受けよう

とするもの 

審 査 手 数

料 

 1,400 円（滋

賀県公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては、

2,850 円） 

本則・付則 省略 

別表第１～別表第６ 省略 

別表第７（第２条関係） 

道路交通法に基づく警察関係事務手数料 

１ 道路交通法第 112 条第１項の運転免許等関係の警察関係事務手数料 
納付すべき者 区分 金額 

(1)・(1)の２ 省略 

(2) 法第91条ま

たは第91条の

２第２項の規

定により運転

することがで

きる自動車お

よび一般原動

機付自転車の

種類を限定さ

れた者で、そ

の限定の全部

または一部の

解除を受ける

ため、滋賀県

公安委員会の

審査を受けよ

うとするもの 

審査手数

料 

 1,400 円（滋

賀県公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては、

2,850 円） 



 

 

(3)～(11) 省略 

(12) 法第 108

条の２第１

項各号に掲

げる講習を

受けようと

する者 

講 習 手 数

料 

ア～セ 省略 

ソ 法第 108 条の２第１項第

15 号に掲げる講習 

 

講習１時間

につき

2,000 円 

(13) 省略 

注１～８ 省略 
２ 省略 
別表第８以下 省略 

(3)～(11) 省略 

(12) 法第 108

条の２第１

項各号に掲

げる講習を

受けようと

する者 

講習手数

料 

ア～セ 省略 

ソ 法第 108 条の２第１項第

15 号または第 16 号に掲げ

る講習 

 

講習１時間

につき

2,000 円 

(13) 省略 

注１～８ 省略 
２ 省略 
別表第８以下 省略 

  


